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令和７年11月21日
第　　  648 　　号

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路 線 名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

飯　塚 国　道 200号

前 飯塚市佐與1536番１先から
飯塚市佐與1543番１先まで

34.0
～
34.5

49.0

後 飯塚市佐與1536番１先から
飯塚市佐與1543番１先まで

28.5
～
28.6

49.0

　福岡県告示第643号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 指定年月日 サービス項目

粕居332 グループホームいや
しの家

糟屋郡志免町別府二丁目１番
８号 Ｒ７・９・24 認共・予認共

　福岡県告示第644号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

目　　　次
　　　　告　　　示（第642号−第645号）

○道路の区域の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………１

○生活保護法に基づく介護機関の指定　　　　　　　　（保護・援護課）……………１

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更　　（保護・援護課）……………１

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止　　　　　　（保護・援護課）……………２

　　　　公　　　告

○令和７年度福岡県文化賞被表彰者　　　　　　　　　　（文化振興課）……………２

○住宅確保要配慮者居住支援法人の指定　　　　　　　　（住宅計画課）……………２

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………２

○土地改良区の清算人の就任　　　　　　　　　　　（農村森林整備課）……………３

　　　　選挙管理委員会

○公職の候補者等が使用し得る演説会施設の異動の報告（行財政支援課）……………３

　　　　監 査 委 員

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第一課）……………３

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第二課）……………６

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見

　の募集　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画推進課）……………10

　福岡県告示第642号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

告　　　示



2
令

和
７

年
11

月
21

日
　

金
曜

日
第

64
8 

号
　福岡県文化賞表彰規程（平成５年８月福岡県告示第1254号の２）第４条の規定に基づ

き、令和７年度福岡県文化賞被表彰者を次のとおり決定したので、同告示第５条第２項

の規定により公表する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

部　　　　門 被　表　彰　者

創造部門 石井　岳龍

社会部門 村上　祥子

奨励部門 鈴木　結生

　公告

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112

号。以下「法」という。）第59条第１項の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法

人を指定したので、法60条第３項の規定により次のように公示する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　支援法人の名称

　　株式会社ＦＣＫ

２　支援業務の種別

　　法62条第２号、３号、４号及び６号に掲げる業務

３　支援法人の住所

　　福岡市中央区白金一丁目８番２号

４　支援業務を行う事務所の所在地

　　福岡市中央区白金一丁目８番２号

５　指定年月日

　　令和７年10月27日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 旧所在地 新所在地 変更年月日

田介112 医療法人恭和会後野
医院 田川市大字夏吉262 田川市大字伊田

3867－１ Ｒ６・10・23

田居303 訪問看護　一縁 田川市大字伊加利809
スマイルホーム101号

田川市大字伊加利
808－２　スマイル
ホーム101

Ｒ７・７・１

那珂居５ 訪問介護ＫＯＫＯＲ
Ｏ

那珂川市片縄二丁目15　
メゾン那珂川306号

春日市昇町五丁目
88　エクセルガー
デン201

Ｒ７・８・31

粕居318 うえのヘルパーステ
ーション

糟屋郡宇美町光正寺二
丁目６－20

糟屋郡志免町志免
二丁目10－20 Ｒ６・９・21

　福岡県告示第645号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 廃止年月日

直介歯38 武田歯科医院 直方市大字頓野1966－１ Ｒ７・９・30

　公告

公　　　告
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　福岡県選挙管理委員会告示第100号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号に基づき、公職の候補者等

が使用し得る個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の施設の異動があった旨、次の

とおり報告があったので、同条第４項により告示する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

市町村名 施設名 所在地 異動年月日

須恵町
新 尾仲公民館 糟屋郡篠栗町尾仲３丁目14番13

号
令和７年11月１日

旧 尾仲公民館 糟屋郡篠栗町大字尾仲782番地
11

　監査公表第27号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づ

く定期監査を農林水産部出先機関の福岡農林事務所等21機関について実施したので、そ

の結果を次のとおり公表する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　古賀市薦野字大井手1399番１、1399番４の一部、1399番７から1399番25まで及び

1401番２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　古賀市天神五丁目10番３号

　　株式会社長崎材木店

　　代表取締役　長﨑　秀人

　公告

　解散した清算法人糸島市二丈土地改良区から清算人の就任の届出があったので、土地

改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第19項の規

定により次のように公告する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

𫟯　正善 糸島市二丈深江2229番地

森田　英則 糸島市二丈福井4535番地

吉住　敏久 糸島市二丈吉井997番地１

福嶋　利明 糸島市二丈長石285番地

青木　勉 糸島市神在東四丁目３番12号

古川　卓郎 糸島市二丈上深江133番地

田中　満治 糸島市二丈松末西一丁目７番１号

山田　晴幸 佐賀県唐津市浜玉町大江86番地

吉住　圭樹 糸島市二丈深江一丁目12番20号（201）
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第
１

　
監

査
の

概
要

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

　
　

に
準

拠
し

て
、

監
査

を
実

施
し

た
。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
　

(
1
)
 
財

務
監

査
（

定
期

監
査

）

　
　

　
　

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

も
の

の
う

ち
、

毎
会

計
年

度
少

な
く

と
も

１
回

　
　

　
以

上
期

日
を

定
め

て
行

う
監

査

　
　

(
2
)
 
行

政
監

査

　
　

　
　

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

監
査

　
３

　
監

査
の

対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対

象
機

関
：

農
林

水
産

部
の

出
先

機
関

2
1
機

関

　
　

(
2
)
 
監

査
対

象
期

間
：

令
和

６
年

４
月

１
日

～
令

和
７

年
３

月
3
1
日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

７
年

５
月

1
3
日

～
令

和
７

年
９

月
2
4
日

　
 
　

 
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

～
2
6
日

～
2
2
日

～
６

日

～
1
2
日

～
1
9
日

～
2
9
日

～
2
9
日

～
1
8
日

～
1
4
日

農
業

大
学

校
令

和
７

年
５

月
3
0
日

令
和

７
年

５
月

3
0
日

農
林

業
総

合
試

験
場

八
女

分
場

令
和

７
年

５
月

1
3
日

　
　

　
今

回
の

監
査

は
、

財
務

に
関

す
る

事
務

及
び

そ
の

他
の

事
務

が
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

る
か

、

　
　

併
せ

て
経

済
性

、
効

率
性

及
び

有
効

性
を

考
慮

し
て

執
行

さ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し

　
　

た
。

監
 
査

 
対

 
象

 
機

 
関

 
名

監
　

査
　

実
　

施
　

日

福
岡

農
林

事
務

所
令

和
７

年
６

月
2
4
日

朝
倉

農
林

事
務

所
令

和
７

年
５

月
2
0
日

筑
後

農
林

事
務

所
令

和
７

年
６

月
1
7
日

八
幡

農
林

事
務

所
令

和
７

年
６

月
３

日

飯
塚

農
林

事
務

所
令

和
７

年
６

月
1
0
日

令
和

７
年

５
月

2
7
日

農
林

業
総

合
試

験
場

令
和

７
年

５
月

2
7
日

農
林

業
総

合
試

験
場

資
源

活
用

研
究

セ
ン

タ
ー

令
和

７
年

５
月

3
0
日

農
林

業
総

合
試

験
場

豊
前

分
場

令
和

７
年

６
月

1
7
日

農
林

業
総

合
試

験
場

筑
後

分
場

行
橋

農
林

事
務

所
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～
2
3
日

～
1
6
日

～
1
3
日

～
2
0
日

～
４

日

～
６

日
、

９
月

2
4
日

～
1
1
日

～
2
1
日

　
　

(
2
)
 
主

な
監

査
項

目

　
　

　
ア

　
収

入

　
　

　
　

　
使

用
料

及
び

手
数

料
、

財
産

収
入

、
諸

収
入

等
の

調
定

及
び

収
入

の
状

況
、

現
金

領
収

証

　
　

　
　

の
取

扱
い

及
び

払
込

み
の

状
況

、
保

管
現

金
（

緊
急

用
前

渡
資

金
等

）
の

状
況

、
債

権
の

管

　
　

　
　

理
状

況
、

収
入

未
済

解
消

の
取

組
状

況
、

証
紙

収
入

の
消

印
状

況
及

び
金

額
の

確
認

　
　

　
イ

　
支

出

　
　

　
　

　
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

等
の

執
行

状
況

　
　

　
ウ

　
人

件
費

　
　

　
　

　
報

酬
及

び
給

料
（

会
計

年
度

任
用

職
員

等
）

の
執

行
状

況
、

諸
手

当
の

認
定

及
び

支
給

の

　
　

　
　

状
況

　
　

　
エ

　
契

約

　
　

　
　

　
契

約
締

結
及

び
履

行
確

認
の

状
況

　
　

　
オ

　
公

有
財

産

　
　

　
　

　
土

地
、

建
物

、
工

作
物

及
び

樹
木

等
の

管
理

状
況

　
　

　
カ

　
物

品

　
　

　
　

　
取

得
、

管
理

及
び

処
分

の
状

況

　
　

　
キ

　
工

事

　
　

　
　

　
設

計
積

算
及

び
施

工
等

の
状

況

　
　

　
ク

　
補

助
事

業

　
　

　
　

　
補

助
事

業
の

執
行

状
況

第
２

　
監

査
の

結
果

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

令
和

７
年

６
月

５
日

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

有
明

海
研

究
所

令
和

７
年

６
月

1
0
日

両
筑

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
７

年
６

月
1
2
日

筑
後

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
７

年
６

月
1
9
日

筑
後

川
水

系
農

地
開

発
事

務
所

令
和

７
年

６
月

３
日

監
 
査

 
対

 
象

 
機

 
関

 
名

監
　

査
　

実
　

施
　

日

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

豊
前

海
研

究
所

令
和

７
年

５
月

2
0
日

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

内
水

面
研

究
所

令
和

７
年

５
月

3
0
日

北
部

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
７

年
５

月
1
5
日

中
央

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
７

年
５

月
2
2
日
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号 　監査公表第28号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づ

く定期監査を県土整備部及び建築都市部出先機関の福岡県土整備事務所等13機関につい

て実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂
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   第
１
 
監
査
の
概
要
 

 
１
 
準
拠
す
る
基
準
 

 
 
 
福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に
 

準
拠
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。
 

 

２
 
監
査
の
種
類
 

（
1
）
財
務
監
査
（
定
期
監
査
）
 

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回
以
上
 

期
日
を
定
め
て
行
う
監
査
 

（
2
）
行
政
監
査
 

 
 
 

 
 監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査
 

 

３
 
監
査
の
対
象
 

（
1
）
監
査
対
象
機
関
：
県
土
整
備
部
及
び
建
築
都
市
部
の
出
先
機
関

1
3
機
関
 

（
2
）
監
査
対
象
期
間
：
令
和
６
年
４
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月

3
1
日
 

 

４
 
監
査
の
着
眼
点

 

 
 

 
今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、

 

併
せ
て
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施

 

し
た
。

 

 

５
 
監
査
の
実
施
内
容

 

（
1
）
監
査
実
施
期
間
：
令
和
７
年
５
月

1
3
日
～
令
和
７
年
９
月

2
2
日

 

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

  

監
 
査

 
対

 象
 
機

 関
 
名
 

監
査
実
施
日
 

福
岡
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
６
月

1
0日
～
６
月
1
3
日
 

久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
 

令
和
７
年
６
月

1
7日
～
６
月
2
0
日
、
９
月

1
6
日
 

南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
 

令
和
７
年
５
月

1
3日
～
５
月
1
6
日
、
９
月

1
8
日
 

直
方
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
６
月
３
日
～
６
月
５
日
 

京
築
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
５
月

2
0日
～
５
月
2
2
日
、
９
月

1
7
日
 

朝
倉
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
５
月

2
7日
～
５
月
2
9
日
 

八
女
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
５
月

1
3日
～
５
月
1
5
日
 

北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
 

令
和
７
年
５
月

2
0日
～
５
月
2
3
日
、
９
月

1
9
日
 

田
川
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
６
月

1
0日
～
６
月
1
2
日
、
９
月

2
2
日
 

飯
塚
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
５
月

2
7日
～
５
月
2
9
日
 

那
珂
県
土
整
備
事
務
所

 
令
和
７
年
６
月

1
7日
～
６
月
1
9
日
 

苅
 
田

 
港

 
務

 
所

 
令
和
７
年
６
月
３
日
～
６
月
４
日
 

流
域

下
水

道
事

務
所
 

令
和
７
年
６
月

1
8日
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（
2
）
主
な
監
査
項
目
 

 
 
 
 
ア
 
 
収
入
 

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
受
託
事
業
収
入
、
負
担
金
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、

保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
 

証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

 

イ
 
 
支
出
 

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況
 

ウ
 
 
人
件
費
 

報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況
 

 
 
 
 
エ
 
 
契
約
 

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況
 

オ
 
 
公
有
財
産
 

土
地
、
建
物
、
工
作
物
及
び
樹
木
等
の
管
理
状
況
 

 
 
 
 
 
カ
 
 
物
品
 

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

 

 
 
 
 
 
キ
 
 
工
事
 

設
計
積
算
及
び
施
工
等
の
状
況

 

 
 
 
 
 
ク
 
 
用
地
 

設
計
積
算
及
び
履
行
確
認
等
の
状
況
 

  第
２
 
監
査
の
結
果
 

 
 
 
 
第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。
 

 

１
 
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

 

 
 
 
指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

対
象
機
関
名
 

調
査
区
分
 
件
数
 

説
 
 
 
 
明
 

北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
 
工
事
 

１
 

 
用
地
整
備
工
事
に
お
い
て
、
新
た
な
給
水
装
置
の
設

置
に
伴
い
、
市
に
支
払
う
納
付
金
等
を
設
計
書
に
計
上

す
る
際
、
諸
経
費
の
対
象
外
費
用
と
し
て
積
算
す
べ
き

と
こ
ろ
、
対
象
と
し
た
た
め
、
積
算
過
大
と
な
っ
て
い

た
。
 

田
川
県
土
整
備
事
務
所
 

補
償
 

１
 

歩
道
設
置
事
業
に
伴
い
、
支
障
と
な
る
建
物
に
収
容

さ
れ
て
い
た
動
産
の
移
転
補
償
に
お
い
て
、
取
扱
い
が

困
難
な
動
産
の
移
転
料
を
算
定
す
る
際
、
専
門
業
者
か

ら
の
見
積
り
を
徴
し
、
実
態
価
格
に
基
づ
き
補
償
す
べ

き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
行
わ
ず
、
動
産
を
収
納
す
る
た
め

の
物
品
購
入
費
を
補
償
し
て
い
た
。
 

計
 

２
件
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２
 

注
意
事

項
（
是

正
又
は
改

善
等

を
要

し
、
適

正
又
は
妥

当
性

を
欠

く
も
の

）
 

 
 
 
 
 
 
注
意
事

項
に

該
当
す
る

も
の

は
、

次
の
と

お
り
で
あ

る
。
 

対
象

機
関
の
 

属
す
る

部
局

名
 

調
査

区
分
 

件
数
 

説
 
 
 
 

明
 

 

   

支
出
 

３
 

 
道

路
維

持
管

理
用

品
の

購
入

に
つ

い
て

、
原

材
料

費

（
1
5

節
）

で
支

出
す

べ
き

と
こ

ろ
、

そ
の

他
需

用
費

（
1
0
−
3
節
）

で
支
出

し
て
い

た
。
 

県
土

整
備
部
 

 

 
１

 

電
気

設
備

等
の

修
繕

に
つ

い
て

、
そ

の
他

需
用

費
（

10
-

3
節

）
で
支

出
す
べ

き
と
こ
ろ

、
委

託
料

（
1
2
節

）
で
支

出

し
て

い
た
。
 

 
用

地
 

１
 

用
地

測
量

業
務

委
託

に
つ

い
て

、
設

計
書

に
計

上
す

る

測
量

面
積

及
び

距
離

の
端

数
処

理
は

、
四

捨
五

入
す

べ
き

と
こ

ろ
、

切
り

捨
て

て
計

上
し

て
い

た
。

ま
た

、
小

数
点

以
下

第
２

位
ま

で
計

上
す

べ
き

と
こ

ろ
、

小
数

点
以

下
第

１
位

ま
で

し
か

計
上

し
て

い
な

か
っ

た
。

こ
れ

ら
の

誤
り

に
よ

り
、
積

算
過
小

と
な
っ
て

い
た

。
 

計
 

５
件
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　　　　⑵　誰もが希望に応じて働ける環境づくり

　　　　　①　多様で柔軟な働き方の推進

　　　　　②　仕事と生活が両立できる環境の整備

　　　　⑶　地域・家庭・社会活動における男女共同参画の推進

　　　　　①　男性の家事・育児等への主体的な取組の推進

　　　　　②　地域コミュニティの運営・社会活動における男女共同参画の推進

　　　　⑷　様々な政策・方針決定過程への女性の参画推進

　　柱２　誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現

　　　　⑴　ジェンダーに基づく暴力の根絶

　　　　　①　ＤＶ相談体制の充実と関係団体との連携

　　　　　②　ＤＶ被害者の保護体制の充実と安全確保

　　　　　③　ＤＶ被害者のための自立支援と再発防止

　　　　　④　性暴力等の根絶及び被害者支援

　　　　　⑤　セクシュアルハラスメントの防止

　　　　　⑥　あらゆる暴力根絶のための教育・啓発の推進

　　　　⑵　生活上の困難や人権課題に直面した女性等への支援

　　　　　①　支援対象者の早期把握と相談体制の充実

　　　　　②　安全の確保と安定した生活に向けた支援

　　　　　③　多様な主体との協働促進と支援体制の充実

　　　　　④　人権を尊重する教育・啓発の推進と相談窓口等の周知

　　　　　⑤　高齢者差別、障がいのある人への差別、国籍による差別、部落差別、性

的少数者への差別などがなく安心して暮らせる環境の整備

　　　　⑶　生涯を通じた男女の健康支援

　　　　　①　生涯にわたる男女の健康支援

　　　　　②　妊娠・出産の健康支援

　　　　⑷　防災・復興における男女共同参画の推進

　　柱３　ジェンダー平等・男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進

　　　　⑴　ジェンダー平等・男女共同参画社会の実現に向けた男女双方の意識改革

　　　　⑵　学校教育におけるジェンダー平等・男女共同参画の推進

　福岡県男女共同参画審議会公告

　第６次福岡県男女共同参画計画策定にあたっての考え方（素案）に関し、審議会の答

申に係る福岡県意見書提出制度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項

の規定により、次のとおり意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見

書の様式により、所定の期間内に提出してください。

　　令和７年11月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県男女共同参画審議会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　加藤　聖子　　

１　意見募集の対象となる事案

　　第６次福岡県男女共同参画計画策定にあたっての考え方（素案）

２　事案の要旨

　　第６次福岡県男女共同参画計画策定にあたっての考え方（素案）

　　第１部　総論

　　　１　計画策定の趣旨

　　　２　計画の性格

　　　３　基本理念

　　　４　計画の期間

　　　５　計画の背景

　　　６　第５次計画の成果と課題

　　　７　施策体系

　　第２部　施策の方向

　　柱１　あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会の実現

　　　　⑴　働く場における女性の活躍推進

　　　　　①　女性の就業支援

　　　　　②　働く女性のキャリア形成支援

　　　　　③　女性の多様な分野への就業促進

　　　　　④　女性の起業支援
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　　　　　①　ジェンダー平等・男女共同参画を推進する教育の実施と教職員等への理

解促進

　　　　　②　ジェンダー平等・男女共同参画の視点に立ったキャリア教育・進路指導

の推進

　　第３部　推進体制

　　　１　福岡県男女共同参画審議会

　　　２　福岡県ジェンダー平等・男女共同参画行政推進会議

　　　３　福岡県男女共同参画センター「あすばる」の機能強化

　　　４　市町村や関係団体との連携強化

３　事案の閲覧場所等

　・　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　福岡県庁１Ｆ）

　・　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎２Ｆ）

　・　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎１Ｆ）

　・　筑豊県民情報コーナー（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎１Ｆ）

　・　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎１Ｆ）

　・　福岡県のホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp）

　・　福岡県男女共同参画センター「あすばる」（春日市原町三丁目１番地の７　クロ

ーバープラザ１階）

４　意見書の提出期間

　　令和７年11月21日（金）から令和７年12月5日（金）まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ、又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県人づくり・県民生活部男女共同参画推進課

　　（住所）〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）092－643－3392

　　（電子メール）danjo@pref.fukuoka.lg.jp

　　（問い合わせ先）092－643－3391
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別
紙

 第第
６６

次次
福福

岡岡
県県

男男
女女

共共
同同

参参
画画

計計
画画

策策
定定

にに
ああ

たた
っっ

てて
のの

考考
ええ

方方
（（
素素

案案
））
  

にに
関関

すす
るる

意意
見見

書書
  

住
 

所
（

所
在

地
）
  

氏
 
名

（
法
人
名

）
  

該
 

 
当

 
 
頁

  

該
 
当

 
項

 
目

  

意
 

見
 

理
 
由

 

備
 

考
 

意
見

書
提

出
の

締
切

 
 
令

和
７

年
1
2

月
5

日
（

金
）

必
着

 

意
見

書
の

提
出

方
法

 
 
 
持

参
、

郵
送

、
Ｆ

Ａ
Ｘ

又
は

電
子

メ
ー

ル
 

意
見

書
の

提
出

先
 

 
 
 
 
福

岡
県

人
づ

く
り

・
県

民
生

活
部

男
女

共
同

参
画

推
進

課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（

住
 

所
）

〒
8
1
2
－

8
5
7
7
 

福
岡

市
博

多
区

東
公

園
７

－
７

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

0
9
2
－

6
4
3
－

3
3
9
2
 

 
（

電
子

メ
ー

ル
）

d
a
n
jo

@
p
re

f.
fu

k
u
o
k
a
.l

g
.j

p
 

 
記

入
上

の
注

意
 

１
 

意
見

は
で

き
る

だ
け

１
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目
１

ペ
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し
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「
意

見
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欄
に

記
載

す
る

と
も

に
、

そ
の

理
由

を
「
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だ
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を
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